
令和８年第２回　広島市議会定例会提出案件

（令和８年度関係分）

１　予　算　案

（１） 令和８年度広島市一般会計予算

（２） 令和８年度広島市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

（３） 令和８年度広島市物品調達特別会計予算

（４） 令和８年度広島市公債管理特別会計予算

（５） 令和８年度広島市広島市民球場特別会計予算

（６） 令和８年度広島市用地先行取得特別会計予算

（７） 令和８年度広島市西風新都特別会計予算

（８） 令和８年度広島市後期高齢者医療事業特別会計予算

（９） 令和８年度広島市介護保険事業特別会計予算

（10） 令和８年度広島市国民健康保険事業特別会計予算

（11） 令和８年度広島市競輪事業特別会計予算

（12） 令和８年度広島市中央卸売市場事業特別会計予算

（13） 令和８年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計予算

（14） 令和８年度広島市駐車場事業特別会計予算

（15） 令和８年度広島市開発事業特別会計予算

（16） 令和８年度広島市市立病院機構資金貸付特別会計予算

（17） 令和８年度元宇品町財産区特別会計予算

（18） 令和８年度高南財産区特別会計予算

（19） 令和８年度三入財産区特別会計予算

（20） 令和８年度小河内財産区特別会計予算

（21） 令和８年度砂谷財産区特別会計予算

（22） 令和８年度広島市水道事業会計予算

（23） 令和８年度広島市下水道事業会計予算

（24） 令和８年度広島市安芸市民病院事業会計予算

予算案 条例案
その他の
議　　案

計

２４件 ２３件 ５件 ５２件

資 料 ５
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２　条　例　案

（１） 広島市附属機関設置条例の一部 （主な改正内容）

改正について

（こども未来局ほか） 　幼保連携型認定こども園の新設に伴い、

　幼児に対する指導が不適切である保育教

　諭の認定に関する事項を審議するため、

　市長の附属機関として広島市指導不適切

　保育教諭認定審議会を設置するもの

　施行期日　令和８年４月１日

　

（２） 広島市行政手続条例の一部改正 行政手続法の改正に準じ、名宛人の所在が

について（企画総務局） 判明しない場合の聴聞等の通知に係る公示

の方法について、インターネットを使用す

る方法その他の不特定多数の者が閲覧でき

るものとして規則で定める方法及び掲示場

に掲示する方法等とするもの

　施行期日　令和８年５月２１日
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（３） 広島市行政手続等における情報 行政手続に係る関係者の利便性の向上並び

通信の技術の利用に関する条例 に行政運営の簡素化及び効率化の一層の推

の一部改正について 進を図るもの

（企画総務局）

　（主な改正内容）

　１　題名の変更

広島市行政手続等における情報　

通信の技術の利用に関する条例

広島市情報通信技術を活用した

行政の推進に関する条例

　２　本市の機関は、原則として、情報通

　　　信技術を利用して行われる手続等に

　　　係る情報システムを整備しなければ

　　　ならないこととする。

　施行期日　令和８年４月１日

（４） 広島市都市計画関係手数料条例 （主な改正内容）

の一部改正について

（都市整備局） 　マンションの建替え等の円滑化に関する

　法律の改正に伴い、マンションの容積率

　の特例許可申請に対する審査事務につい

　て、容積率又は各部分の高さの特例許可

　申請に対する審査事務に改めるもの

　

　施行期日　令和８年４月１日

現行

改正
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（５） 広島市債権管理条例の制定につ 債権の管理に関する事務の一層の適正化及

いて（財政局） び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行

財政運営に資するため、債権の管理に関す

る事務の処理について必要な事項を定める

もの

（主な内容）

　１　市長等は、法令等の定めるところに

　　　従い、債権を適正に管理しなければ

　　　ならない。

　２　市長等は、５００万円以下の債権に

　　　ついて、破産法等により債務者がそ

　　　の責任を免れたとき、消滅時効が完

　　　成したとき等には、当該債権を放棄

　　　することができる。

　　施行期日　令和８年４月１日

（６） 広島平和記念資料館条例の一部 平和記念資料館の附属展示施設を設置する

改正について（市民局） もの

　名称　広島平和記念資料館旧広島逓信病

　　　　院外来棟平和資料館

　位置　中区東白島町１９番１２号

　施行期日　令和８年５月１日
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（７） 広島市印鑑条例の一部改正につ 電気通信事業法の改正に伴う規定の整備

いて（企画総務局）

　施行期日　電気通信事業法及び日本電信

　　　　　　電話株式会社等に関する法律

　　　　　　の一部を改正する法律の施行

　　　　　　の日

（８） 広島市運動場条例の一部改正に 湯来南運動広場の人工芝整備に伴い、利用

ついて（市民局） 料金の上限額を改めるもの

（例）　全体を専用する場合

　　　　１時間までごとに

　　　　　（現行）　　　（改正）

　小人　 　６２０円 → １，１４０円

　大人 １，２００円 → ２，２８０円

　施行期日　令和８年６月１日

（９） 広島市湯の山温泉館条例の一部 広島県の公衆浴場入浴料金の統制額の改定

改正について（経済観光局） 等に鑑み、湯の山温泉館の利用料金の上限

額を改めるもの

（例）１２歳以上の者

 　　　　　　　　（現行）　（改正）

　１人１回につき　４３０円→４５０円

　施行期日　令和８年４月１日
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（10） 広島市火入れに関する条例の一 広島市火災予防条例の改正に鑑み、林野火

部改正について（経済観光局） 災注意報が発令されたときは火入れを中止

しなければならないこととするもの

　施行期日　令和８年４月１日

（11） 広島市ひとり親家庭等医療費補 医療費に係る自己負担額について、他の法

助条例等の一部改正について 令の規定により給付を受けることができる

（健康福祉局） 場合は、当該給付を受けることができる限

度において、ひとり親家庭等医療費、重度

心身障害者医療費及び重度精神障害者通院

医療費の補助は行わないこととするもの

　施行期日　令和９年１月１日

（12） 広島市特定教育・保育施設等運 子ども・子育て支援法の改正に伴い、特定

営基準条例の一部改正について 乳児等通園支援事業の運営の基準を定める

（こども未来局） もの

　施行期日　令和８年４月１日
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（13） 広島市子ども・子育て支援法に 子ども・子育て支援法の改正に鑑み、正当

基づく過料に関する条例の一部 な理由なしに妊婦のための支援給付又は乳

改正について（こども未来局） 児等のための支援給付に関する報告命令に

応じない場合等に科す過料を１０万円以下

と定めるもの

　施行期日　令和８年４月１日

（14） 広島市児童館条例の一部改正に 児童館を新設するもの

ついて（こども未来局）

　施行期日　令和８年５月１日

（15） 広島市こども医療費補助条例の １　補助対象者である保護者の所得制限を

一部改正について 　　廃止するもの

（健康福祉局）

２　こどもの範囲を拡大するもの

３　医療費に係る自己負担額について、他

　　の法令の規定により給付を受けること

　　ができる場合は、当該給付を受けるこ

　　とができる限度において、この条例に

　　よる補助は行わないこととするもの

施行期日　令和９年１月１日

現行 改正

中学３年生まで 高校生年代まで

名　称 位　置

広島市東野児童
館

安佐南区東野一丁目７番
１１号
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（16） 広島市国民健康保険条例の一部 （主な改正内容）

改正について（健康福祉局）

　国民健康保険法等の改正に伴うもの

　　子ども・子育て支援納付金に係る保険

　　料の賦課規定を新設する。

　施行期日　令和８年４月１日

（17） 広島市保健センター使用料及び 保健センターにおける一般健康診断事業の

手数料条例の一部改正について 終了に伴い、普通診断書料及び特別診断書

（健康福祉局） 料を廃止するもの

　施行期日　令和８年４月１日
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（18） 広島市安芸市民病院事業の設置 （主な改正内容）

等に関する条例の一部改正につ

いて（健康福祉局） 　１　広島市医師会運営・安芸市民病院の

　　　病床数を変更するもの

一般病床80床及び 一般病床100床

療養病床60床

　２　安芸市民病院事業の附帯事業として

　　　介護医療院を設置するもの

　　名称　広島市医師会運営・安芸市民病

　　　　　院介護医療院

　　入所定員　４０人

　施行期日　令和８年１１月１日

（19） 広島市安芸市民病院事業使用料 （主な改正内容）

及び手数料条例の一部改正につ

いて（健康福祉局） 　１　広島市医師会運営・安芸市民病院介

　　　護医療院の設置に伴い、その使用料

　　　及び手数料を定めるもの

　（例）使用料

　　　　介護保険法の費用の算定の例によ

　　　　り算定した額

　　施行期日　令和８年１１月１日

現　行 改　正
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　２　地方独立行政法人広島市立病院機構

　　　の料金改定に鑑み、広島市医師会運

　　　営・安芸市民病院における手数料の

　　　額を改めるもの

　（例）普通診断書料　　１通につき

　　　　（現行）　　　　　（改正）

　　　１，３５０円　→　３，０１０円

　　施行期日　令和８年６月１日

（20） 広島市自転車等駐車場条例の一 自転車等の駐車場を新設するもの

部改正について（道路交通局）

　施行期日　令和８年７月１日

名称 位置

広島市河原町自転車
等駐車場

中区河原町

広島市舟入町自転車
等駐車場

中区舟入町
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（21） 広島市下水道条例等の一部改正 共同浄化槽の設置に伴うもの

について（下水道局）

　１　広島市下水道条例の一部改正

　（主な改正内容）

　　⑴　名称

　　　　伏谷
ふしだに

共同浄化槽

　　⑵　主たる施設の位置

　　　　佐伯区湯来町大字伏谷７７８番地

　　　　１５

　２　広島市下水道事業分担金条例の一部

　　　改正

　　共同浄化槽に接続するため排水設備の

　　工事の検査を受けた建築物を所有する

　　者に対し、分担金を賦課するもの

　３　広島市水洗便所設備資金貸付条例の

　　　一部改正

　　共同浄化槽に接続するため既設のくみ

　　取便所を水洗便所に改造する工事等を

　　行う者に対し、市が工事に必要な資金

　　を貸し付けることができるようにする

　　もの

　施行期日　令和８年４月１日
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（22） 建築物における駐車施設の附置 駐車場法施行令の改正により、同令に規定

等に関する条例の一部改正につ する特定用途の範囲に共同住宅が追加され

いて（道路交通局） ることに伴い、共同住宅の駐車施設の附置

義務に関する基準に影響を生じさせないた

め、規定の整備を行うもの

　施行期日　令和８年４月１日

（23） 広島市水道給水条例等の一部改 （主な改正内容）

正について（水道局）

　給水装置の工事に係る設計審査手数料及

　び工事検査手数料を改定するもの

　（例）

　施行期日　令和８年１０月１日

工事検査
手数料

口径が20ミリメートル及び25ミリメートルのも
の　1工事につき

2,800円 3,400円

種類 種別
金額

現行 改定

設計審査
手数料

口径が20ミリメートル及び25ミリメートルのも
の　1工事につき

2,500円 2,900円
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３　その他の議案

（１） 住居表示を実施する市街地の区 １　住居表示を実施する市街地の区域

域及び当該区域における住居表

示の方法を定めることについて

（企画総務局）

２　住居表示の方法　街区方式

（２） 広島市と庄原市との連携中枢都 庄原市と連携中枢都市圏形成に係る連携協

市圏形成に係る連携協約の締結 約を締結することによるもの

に関する協議について

（企画総務局）

南区出島四丁目の一部 0.08㎢

位　　　置 面　積
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（３） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人広島市立病院機構の第４

機構第４期中期計画の認可につ 期中期計画を認可するもの

いて（健康福祉局）

（４） 広島高速道路公社定款の変更に 広島高速道路公社が国土交通省中国地方整

係る同意について（道路交通局） 備局長へ定款変更に係る認可の申請をする

ことに同意するもの

（変更内容）

　基本財産の額の変更　

 936億2,960万円

 962億　460万円

  25億7,500万円

変更前 Ａ

変更後 Ｂ

増減 Ｂ－Ａ
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（５） 包括外部監査契約の締結につい 包括外部監査契約を締結するもの

て（監査事務局）

　契約の目的　監査及び監査の結果に関す

　　　　　　　る報告

　契約上限額　１，７９８万円

　相手方　住所　広島市南区京橋町６番２

　　　　　　　　３－１４０２号

　　　　　氏名　黒田　健治

　　　　　資格　公認会計士

［追加送付等予定案件］

（１） 広島市介護保険条例の一部改正 介護保険法施行令の改正に伴うもの

について（健康福祉局）

　令和８年度の保険料率の算定について、

　令和７年度税制改正による給与所得控除

　の見直しの影響を生じさせないための特

　例を設ける。

　施行期日　令和８年４月１日
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（２） 広島市消防団員等公務災害補償 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を

条例の一部改正について 定める政令の改正に伴うもの

（消防局）

　１　非常勤消防団員等に係る損害補償の

　　　補償基礎額を引き上げる。

　　非常勤消防団員

　　消防作業従事者等

　２　損害補償の補償基礎額の扶養加算額

　　　の改定

　施行期日　令和８年４月１日

子 383円 433円

区分 現行 改正

配偶者 100円 廃止

最低額 9,700円 10,000円

最高額 14,500円 15,000円

区分 現行 改正

現 行 改 正 現 行 改 正 現 行 改 正

1万2,900円 1万3,340円 1万3,700円 1万4,170円 1万4,500円 1万5,000円

分団長及び

副 分 団 長 1万1,300円 1万1,670円 1万2,100円 1万2,500円 1万2,900円 1万3,340円

部長、班長
及 び 団 員 9,700円 1万円 1万500円 1万840円 1万1,300円 1万1,670円

階 級

勤 務 年 数

１ ０ 年 未 満
１ ０ 年 以 上
２ ０ 年 未 満

２ ０ 年 以 上

団 長 及 び
副 団 長
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［追加提出予定案件］

（１） 教育長の任命の同意について 任期満了によるもの

（企画総務局）

（２） 教育委員会委員の任命の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）
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（３） 固定資産評価審査委員会委員の 任期満了によるもの

選任の同意について（財政局）

［参考］

（１） 人権擁護委員候補者の推薦につ 任期満了によるもの

いて（市民局）
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